
 

大阪広域環境施設組合規則第14号 

 

職務の級の標準的な職務の内容及び職員の職務の級を決定する基準に関する規則の一 

部を改正する規則 

 

職務の級の標準的な職務の内容及び職員の職務の級を決定する基準に関する規則（平成27年規則

第39号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」とい

う。）を加える。 

改正後 改正前 

第１条 職員の給与に関する条例（平成27年

条例第29号。以下「条例」という。）第５

条第３項の規定による職務の級についての

標準的な職務の内容及び条例第６条第１項

に規定する職員の職務の級を決定する場合

の基準については、別に定める場合を除

き、大阪市の例による。 

２ 前項の規定にかかわらず、大阪広域環境

施設組合事務分掌規則（平成26年規則第４

号）第２条第５項に定める職員の職務の級

については別表に定めるところにより分類

されるものとする。 

別表（第１条関係） 

［表 別紙 挿入］ 

第１条 ［同左］ 

 

 

 

 

 

 

［新設］ 

 

 

 

 

［新設］ 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

附 則 

この規則は、令和６年８月１日から施行する。 



 

［別表（第１条関係） 別紙］ 

  行政職給料表 

職務の級 級別基準職務と同程度の職務 

５級 技術主幹の職務 

 


